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ご
み
分
別
ア
プ
リ
の
広
告
を
募
集

　
ご
み
分
別
ア
プ
リ
「
さ
ん
あ
～
る
」
に

掲
載
す
る
、
有
料
広
告
を
募
集
。
詳
し
く

は
問
い
合
わ
せ
る
か
、
本
市
ホ

ー
ム
ペ
ー
ジ
を
ご
覧
く
だ
さ
い
。

対
企
業
や
団
体
な
ど
（
選
考
）

掲
載
期
間
＝
12
月
１
日
㈭
～
来
年
11
月
30

日
㈭

掲
載
ス
ペ
ー
ス
＝
縦
６
０
０
ピ
ク
セ
ル
×

横
６
０
０
ピ
ク
セ
ル
（
５
０
０
㌔
バ
イ
ト

以
内
で
Ｐ
Ｎ
Ｇ
形
式
）、
３
枠
（
抽
選
）

￥
１
枠
３
万
円

申
10
月
31
日
㈪
ま
で
に
申
込
書
に
記
入
し
、

ご
み
政
策
課
（
☎
０
２
７
‐
８
９
８
‐
６

２
７
２
）
へ
直
接

農
業
委
員
会
だ
よ
り
で
自
社
Ｐ
Ｒ

　
農
業
委
員
会
だ
よ
り
に
掲
載
す
る
有
料

広
告
を
募
集
し
ま
す
。

対
県
内
の
企
業
や
団
体

掲
載
ス
ペ
ー
ス
＝
１
～
４
ペ
ー
ジ
下
部
縦

50
㍉
㍍
×
横
85
㍉
㍍
、
各
２
枠

申
込
書
の
配
布
＝
農
業
委
員
会

事
務
局
で
。
本
市
ホ
ー
ム
ペ
ー

ジ
か
ら
ダ
ウ
ン
ロ
ー
ド
も
で
き
ま
す

￥
〈
表
紙
〉
１
枠
６
，
０
０
０
円
〈
２
～

４
ペ
ー
ジ
〉
１
枠
５
，
０
０
０
円

申
11
月
７
日
㈪
ま
で
に
申
込
書
に
記
入
し
、

広
告
デ
ザ
イ
ン
原
稿
を
添
え
て
同
局
（
☎

０
２
７
‐
８
９
８
‐
６
７
３
２
）
へ
直
接

間
程
度
）

場
前
橋
プ
ラ
ザ
元
気
21

対
市
内
で
創
業
を
検
討
し
て
い
る
人
か
創

業
３
年
以
内
の
人
、
先
着
30
人

参
加
団
体
＝
本
市
、
日
本
政
策
金
融
公
庫

前
橋
支
店
、
前
橋
商
工
会
議
所
、
前
橋
東

部
商
工
会
、
富
士
見
商
工
会
、
前
橋
起
業

支
援
セ
ン
タ
ー
、
県
中
小
企
業
診
断
士
協

会
、
関
東
信
越
税
理
士
会
前
橋
支
部
、
県

社
会
保
険
労
務
士
会
前
橋
支
部
、
県
行
政

書
士
会
、
前
橋
市
市
民
活
動
支
援
セ
ン
タ

ー
、
県
信
用
保
証
協
会

申
11
月
９
日
㈬
ま
で
に
産
業
政
策
課

☎
０
２
７
‐
８
９
８
‐
６
９
８
３
へ

法
人
市
民
税
封
筒
に
広
告
を
募
集

　
来
年
度
の
法
人
市
民
税
申
告
書
用
封
筒

に
掲
載
す
る
、
企
業
な
ど
の
有
料
広
告
を

募
集
。
詳
し
く
は
本
市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
を

ご
覧
く
だ
さ
い
。

掲
載
ス
ペ
ー
ス
＝
縦
75
㍉
㍍
×
横
２
０
０

㍉
㍍
、
３
枠

作
成
予
定
部
数
＝
１
万
部

申
込
書
の
配
布
＝
市
役
所
市
民
税
課
で
。

本
市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
か
ら
ダ
ウ

ン
ロ
ー
ド
も
で
き
ま
す

￥
１
枠
３
万
円

申
10
月
31
日
㈪
ま
で
に
郵
送
で
。
申
込
書

に
記
入
し
、
広
告
原
稿
を
添
え
て
市
役
所

市
民
税
課
（
☎
０
２
７
‐
８
９
８
‐
６
２

１
０
）
へ

講
座
・
教
室

起
業
と
働
き
や
す
い
環
境
づ
く
り

　
起
業
家
を
応
援
す
る
た
め
、
人
材
セ
ミ

ナ
ー
を
開
催
。
人
の
特
性
を
理
解
し
、
人

材
を
有
効
に
活
用
し
て
組
織
の
成
長
へ
つ

な
げ
る
方
法
を
学
び
ま
す
。

時
10
月
14
日
㈮
19
時
～
20
時
30
分

場
創
業
セ
ン
タ
ー

対
起
業
に
興
味
が
あ
る
か
起
業
後
間
も
な

い
人
、
先
着
20
人

講
師
＝
Ｎ
ʼ
ｓ
Ｐ
ｅ
ｄ
ｕ
ｃ
ａ
ｔ
ｉ
ｏ
ｎ
・

高
屋
敷
奈
央
さ
ん

￥
５
０
０
円

申
同
セ
ン
タ
ー

☎
０
２
７
‐
２
８
９
‐
９
６
６
６
へ

事
業
者
向
け

前
橋
プ
ラ
ザ
元
気
21
に
出
店
を

　
前
橋
プ
ラ
ザ
元
気
21
の
国
道
50
号
沿
い

の
入
居
テ
ナ
ン
ト
を
10
月
31
日
㈪
ま
で
募

集
し
て
い
ま
す
。
詳
し
く
は
本
市
ホ
ー
ム

ペ
ー
ジ
を
ご
覧
く
だ
さ
い
。

問
に
ぎ
わ
い
商
業
課

☎
０
２
７
‐
２
１
０
‐
２
２
７
３

雇
用
ト
ラ
ブ
ル
の
解
決
を
サ
ポ
ー
ト

　
県
労
働
委
員
会
で
は
、
労
働
者
個
人
と

事
業
主
の
、
労
働
条
件
な
ど
に
関
す
る
ト

ラ
ブ
ル
解
決
の
サ
ポ
ー
ト
を
し
て
い
ま
す
。

解
雇
や
雇
い
止
め
、
配
置
転
換
、
懲
戒
処

分
、
パ
ワ
ハ
ラ
な
ど
、
あ
っ
せ
ん
員
が
両

者
の
間
に
立
っ
て
話
し
合
い
に
よ
る
解
決

を
目
指
し
ま
す
。
秘
密
は
厳
守
し
ま
す
。

対
県
内
事
業
所
の
労
働
者
や
事
業
主

問
同
委
員
会

☎
０
２
７
‐
２
２
６
‐
２
７
８
３

新
卒
採
用
の
極
意
を
ま
と
め
て
紹
介

　
採
用
力
向
上
セ
ミ
ナ
ー
を
開
催
。
市
内

の
中
小
企
業
者
な
ど
を
対
象
に
、
採
用
市

場
の
変
化
や
学
生
動
向
、
採
用
の
流
れ
や

必
要
な
動
き
な
ど
を
豊
富
な
デ
ー
タ
や
ノ

ウ
ハ
ウ
、
事
例
を
交
え
て
解
説
し
ま
す
。

時
10
月
21
日
㈮
14
時
～
16
時

場
前
橋
商
工
会
議
所
（
日
吉
町
一
丁
目
）

対
経
営
者
、
総
務
・
採
用
担
当

者
な
ど
、
先
着
40
人

講
師
＝
マ
イ
ナ
ビ
・
金
海
宏
南
さ
ん

申
同
所

☎
０
２
７
‐
２
３
４
‐
５
１
１
５
へ

ワ
ン
ス
ト
ッ
プ
で
無
料
創
業
相
談

　
本
市
で
創
業
に
挑
戦
す
る
人
や
創
業
間

も
な
い
人
を
、
12
の
支
援
機
関
が
サ
ポ
ー

ト
す
る
、
よ
ろ
ず
相
談
会
を
開
催
。
創
業

の
悩
み
に
対
し
て
、
各
分
野
の
プ
ロ
が
ワ

ン
ス
ト
ッ
プ
で
相
談
に
応
じ
ま
す
。

時
11
月
11
日
㈮
16
時
～
19
時
（
１
件
１
時

「かぼちゃ」
曲げた４指を向き合
わせた両手を開きな
がら下ろし、手首を
付ける

「競技」
親指を立てた両手を
交互に前後する

「会」
両手の指先を斜めに
付け合わせ同時に斜
め下へ引く

「仮面」
両目の前に人差し指と親
指を伸ばして置いたら、
すぐに指先を閉じながら
斜め上に引き上げる

 ハロウィン 運動会

　今回は、秋の行事にまつわる手話を紹介します。
　本市公式YouTubeでも手話の紹介動画を公開しています。

手話で話そう
問障害福祉課
☎０２７‐２２０‐５７１１
ファクス０２７‐２２３‐８８５６

子どもに多い事故の 
予防と応急手当 
緊急時の子どもを守
るために

問中央公民館
☎０２７‐２１０‐２１９９

　幼児の心肺蘇生とＡＥＤの使い
方、緊急時の対処法を学びます。
時11月17日㈭10時～11時30分
場中央公民館
対市内在住でおおむね２歳～５歳
の小学校入学前の子の保護者
申10月31日㈪までに上記二次元コ
ードの申し込みフォームで

抱っこでエクササイ
ズ～赤ちゃんを抱っ
こして簡単フィット
ネス

問中央公民館
☎０２７‐２１０‐２１９９

　子どもとスキンシップをとりなが
ら、子育て中の保護者の心身をリフ
レッシュするエクササイズを体験し
ます。
時11月24日㈭10時～11時30分
場中央公民館
対市内在住で首の座った赤ちゃんと
その保護者、10組
申11月７日㈪までに上記二次元コ
ードの申し込みフォームで

おもちゃの病院
問ボランティアセンター
☎０２７‐２３２‐３８４８

時❶10月9日㈰❷16日㈰❸22日
㈯❹23日㈰、10時～12時
場❶は南橘市民サービスセンター
❷は総合福祉会館❸は粕川児童館
❹は第二コミュニティセンター（保
健センター内）

寄付

●片貝和男さん＝現金１万円を社会福祉増進のために
●前橋東地区職場警察連絡協議会＝10万円を防犯ブザー購
入のために

※市民相談（☎027-898-6100）は平日の８時30分～17時15分。家庭児童相談（☎027-223-4148）、母子・
父子相談（☎027-220-5701)、DV相談（☎027-898-6524）、男女共同参画相談（☎027-898-6520）、
就学に向けての相談（☎027-210-1234）、消費生活・多重債務相談（☎027-230-1755）は平日の９時～
17時。教育・青少年相談（☎027-230-9090）は平日の10時～17時。自殺予防「群馬いのちの電話」（☎
027-221-0783）は９時～24時。みんなの人権110番（☎0570-003-110）は平日の8時30分～17時15分。

相談名・問い合わせ 日　時 会　場

法律相談
☎027-898-6100

火曜13時～16時（前週の木曜８
時30分～当日12時までに電話
で予約を。相談は受け付け順で
時間指定はできません。先着6人）

市役所
市民相談提案係
※相談は年度内に1人1回

特設法律相談
☎027-234-9321（予約電話）

10月21日㈮13時～15時（10
月11日㈫から電話で予約を。
受付時間は9時～12時・13時
～17時。先着16人）

第三コミュニティセンター
（総合教育プラザ内）

行政相談
☎027-898-6100

10月11日㈫13時～15時 かすかわ老人福祉センター

10月13日㈭13時～15時 大胡支所

10月18日㈫13時～15時 宮城支所

10月19日㈬13時～16時 市役所
市民相談提案係

10月21日㈮13時～15時 桂萱市民サービスセンター

11月２日㈬13時～15時 富士見公民館

11月４日㈮13時～15時 東市民サービスセンター
公証相談
☎027-898-6100 10月17日㈪13時～15時 市役所

市民相談提案係
（受け付けは12時30分から相談
終了時間の15分前まで）

司法書士、土地家屋調査士相談
☎027-898-6100 10月14日㈮13時～16時
行政書士相談
☎027-898-6100 11月７日㈪13時～16時
月いち健康相談
☎027-220-5708

10月19日㈬９時～11時
（予約制） 保健センター

精神科医によるこころの相談
☎027-220-5787

10月12日㈬・26日㈬、
13時30分～15時(各予約制）市保健所

心配ごと相談
☎027-237-5006

月曜～金曜、
13時～16時（各予約制） 総合福祉会館

外国人相談
（英語・中国語・ポルトガル語・
スペイン語）
☎027-243-7788

月曜13時～17時、
木曜９時～13時

市役所
外国人相談窓口

人
権
標
語

お
た
が
い
を
　
ほ
め
あ
う
こ
こ
ろ
　
わ
す
れ
ず
に

新
田
小
６
年

安
澤 

江
梨
花
さ
ん

10月の各種無料相談 ※ 新型コロナウイルス感染症の状況により一部の相談を中止する場
合があります。必ず最新情報を確認してから来場してください。
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